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職員の給与に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、公益財団法人大分県交通安全協会（以下「本会」という。）職員就業

規則第１８条の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則で職員とは、本会に勤務する職員をいう。 

（給与の種類） 

第３条 この規則による給与は、給料、管理職手当、扶養手当、通勤手当、管理職員特別

勤務手当、時間外勤務手当、資格手当、住居手当、特別精勤手当及び賞与（期末手当及

び勤勉手当）とする。 

（給与の支払） 

第４条 この規則による給与は、現金で支払うものとする。ただし、職員の申出により、

口座振替の方法により支払うことができる。 

（給料） 

第５条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手

当、通勤手当、管理職員特別勤務手当、時間外勤務手当、資格手当、住居手当、特別精

勤手当及び賞与（期末手当及び勤勉手当）を除いたものとする。 

（給料表） 

第６条 給料は、すべての職員に対して給料表により支給する。 

２ 前項の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該

給料表に定めるところによる。 

（１） 総合事務職給料表 

（２） 技術職給料表 

（３） 支部職員職及び交通指導員職給料表 

３ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の

級に分類するものとし、その分類の基準となるべき、標準的職務の内容は会長が定める。 

（初任給、昇格及び昇給の基準） 

第７条 職員の職務の級は、会長が別に定める基準に従い決定する。 

２ 新たに職員となった者の号級は、会長が別に定める初任給の基準に従い決定する。 

３ 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号級は、会長が別に定め

るところにより決定する。 

４ 職員の昇給は、毎年４月１日に、同日前１年間におけるその者の勤務成績に応じて、

行うものとする。ただし、５８歳に達した日以降の昇給は行わないものとする。 

５ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号級数は、同項に規

定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号級数を４号級（総合事務職給
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料表及び技術職給料表での級が５級以上の者、支部職員職及び交通指導員職給料表にあ

っては３級以上の者は、３号級）とすることを基準として、会長が別に定める基準に従

い決定するものとする。 

６ ５５歳に達した日以降直近の３月３１日を超えて在職する職員に関する前項の規定の

適用については、同項中「総合事務職給料表及び技術職給料表での級が５級以上の者、

支部職員職及び交通指導員職給料表にあっては３級以上の者は、３号級」とあるのは、「２

号級」とする。 

７ 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号級を超えて行うことができない。 

８ 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。 

９ ６０歳を超えて再雇用された職員の給料月額は、その者に適用される給料表の再雇用

の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。 

１０ 支部事務局長の職にある者については、第５項及び第６項に規定する昇格の号給数

に１号級を加算する。 

（給料の支給方法） 

第８条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとする。 

２ 給料の支給日は、毎月２１日（その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、そ

の前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日）とする。 

第９条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料

額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。 

２ 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。 

３ 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。 

４ 第１項又は第２項の規定により給料を支給する場合にあって、月の初日から支給する

とき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期

間の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

（管理職手当） 

第１０条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職の内、その職務の特殊性に

基づき会長が指定する職にある者に対して支給する。 

２ 管理職手当の月額は、会長が別に定める。 

（扶養手当） 

第１１条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 

２ 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員

の扶養を受けているものをいう。 

（１） 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。） 

（２） 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日の間にある子、孫及び弟妹 

（３） 満６０歳以上の父母及び祖父母 

（４） 重度心身障害者 
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３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当する扶養親族については１３，０００円、同項

第２号から第４号までの扶養親族については一人につき６，５００円（職員に配偶者が

ない場合にあっては、そのうち一人については１１，０００円）とする。 

第１２条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当す

る事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨（新たに職員となった者に

扶養親族がある場合又は職員に第１号に該当する事実が生じた場合において、その者に

配偶者がないときは、その旨を含む。）を会長に届出なければならない。 

（１） 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合 

（２） 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合 

（３） 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合（前号に該

当する場合を除く。） 

（４） 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合（第１号に該

当する場合を除く。） 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が

職員となった日、扶養親族がない職員に前項第１号に掲げる事実が生じた場合において

はその事実が生じた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であるときは、その日

の属する月）から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合にお

いてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親

族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合

においてはその事実が生じた日の属する月（これらの日が月の初日であるときは、その

日の属する月の前月）をもって終わる。ただし、扶養手当の支給開始については、同項

の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から１５日を経過した後にされたとき

は、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日

の属する月）から行うものとする。 

（通勤手当） 

第１３条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

（１） 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担すること

を常例とする職員（ただし、利用区間が片道２㎞未満の場合は支給しない。） 

（２） 通勤のため自動車その他の交通の用具（自動車その他の原動機付の交通用具及び

自転車をいう。）を使用することを常例とする職員（ただし、通勤距離が２㎞未満の場合

は支給しない。） 

２ 通勤は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものとし、通

勤手当の額は、次のとおりとする。 

（１） 前項第１号に掲げる職員 １か月の運賃等の相当額とし、５５，０００円を限度

に支給する。 

（２） 前項第２号に掲げる職員 自動車等の使用距離の区分に応じ、２，３００円以上
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３１，０００円以内を支給する。 

３ 通勤手当の支給額の算定基準は、会長が別に定める。 

４ 新たに受給の要件が生じた職員にあっては、その日の属する月の翌月（これらの日が

月の初日であるときは、その日の属する月）から支給する。受給の要件を欠くに至った

場合においてはその事実が生じた日の属する月（これらの日が月の初日であるときは、

その日の属する月の前月）をもって終わる。 

（住居手当） 

第１４条 住居手当は、次の各号に掲げるいずれかに該当し、かつ自ら居住するため住宅

（貸間を含む。）を借り受け、月額２万５千円を超える家賃を支払っている職員に対して

支給する。 

（１） 人事異動に伴い、新たな勤務の所在地の市町内に転居する場合 

（２） 勤務の所在地と１５ｋｍ以上離れた居住地から転居する場合で、現在の通勤手当

の額から新たな居住地に伴う通勤手当の額を減じた額が１２，０００円を超える場

合 

（３） 所得税法第２条第１項第３０号又は第３１号に規定する寡婦（寡夫）に該当し、

かつ生計を一にする子がいる場合又は生計を一にする親と同居する場合 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる額（当該各号のいずれにも該当する職員にあっ

ては、当該各号に掲げる額の合計額）とする。 

一 月額４万円以下の家賃を支払っている職員  

家賃の月額から２万５千円を控除した額の２分の１（その控除した額の２分の１が５千

円を超えるときは５千円） 

二 月額４万円を超える家賃を支払っている職員 

家賃の月額から４万円を控除した額の２分の１（その控除した額の２分の１が７千円を

超えるときは７千円）を５千円に加算した額。 

３ 前２項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

（給与の減額） 

第１５条 職員が、職員の休日休暇及び勤務時間等に関する規則第３条に規定する祝日法

による休日又は職員の休日休暇及び勤務時間等に関する規則第３条に規定する年末年始

の休日（ただし、自動車学校に勤務する職員にあっては職員の休日休暇及び勤務時間等

に関する規則第３条第２項の規定による。）、職員の休日休暇及び勤務時間等に関する規

則の規定により有給休暇その他その勤務しないことにつき特に会長の承認のあった場合

を除く日に勤務しない時には、その勤務しない一時間につき、第１７条に規定する勤務

一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

（時間外勤務手当） 

第１６条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員（管理職手当を支給さ
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れる職員は除く。）には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間

につき、次項に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした時間

に１００分の１２５、１００分の１３５又は１００分の１５０を乗じて得た額を時間外

勤務手当として支給する。 

（勤務時間一時間あたりの給与額） 

第１７条 勤務時間一時間当たりの給与額は、月額を月における所定労働時間数（月によ

って所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数）で除

した金額とする。 

（賞与） 

第１８条 賞与（期末手当及び勤勉手当）は、６月１日及び１２月１日にそれぞれ在職す

る職員に対して支給する。ただし、採用１ヶ月未満の職員に対しては支給しない。 

２ 賞与の支給は予算の範囲内で行い、その支給割合等は、会長が別に定める。 

（資格手当） 

第１９条 資格手当は、自動車学校で勤務する職員に適用する。 

２ 資格手当支給の資格は、検定員及び指導員としての資格を有する職員をいい、その支

給額等は会長が別に定める。 

（管理職員特別勤務手当） 

第２０条 第１０条に規定する職にある職員が公務の運営上臨時又は緊急の必要により休

日又は年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支

給する。 

２ 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務１回につき、一万円を超えない

範囲内において会長が定める額とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、会長

が定める。 

（嘱託職員及び臨時的任用職員等） 

第２１条 嘱託職員、臨時的任用職員及び行政官庁等を定年退職し再就職した者（以下「特

別採用者」という。）の給与については、この規則の規定にかかわらず、会長が別に定め

る。 

（休職者の給与） 

第２２条 休職者の給与については、職員就業規則第１１条第２項の定めるところによる。 

（退職手当） 

第２３条 退職手当は、職員が退職した場合、その者（死亡による退職の場合はその遺族）

に支給する。ただし、臨時的任用職員、嘱託職員等、特別採用者及び職員就業規則第２

１条により解雇された者には支給しない。 

２ 退職した者に対する退職手当は、会長が別に定める支給基準により支給する。 

（特別精勤手当） 
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第２４条 特別精勤手当は、予算の範囲内で職務に精勤した者に対して特別に支給する。 

２ 特別精勤手当の支給額及び支給基準等については、会長が別に定める。 

（委任規定） 

第２５条 この規則に定めるものを除くほか、この規則の施行に関し必要な事項は、会長

が別に定める。 

 

  附 則 

 １ この規則は、公益法人の設立の登記の日から施行する。(平成２２年１２月９日理事

会議決) 

  附 則 

 １ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。（平成２５年３月２２日理事会議決） 

  附 則 

 １ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。（平成２５年１２月４日理事会議決） 

附 則 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。（平成２８年１２月９日理事会議決、

平成２９年３月１５日理事会議決） 

２ 平成２９年３月３１日において住居手当の支給を受け、本規程第１４条に規定する

各号にいずれにも該当しない職員が平成２９年４月１日以降も引き続き同じ住宅を借

り受ける場合、次の経過措置を講じる。 

（１） 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日分については、住居手当の支給

額の３分の２を月額支給する。 

（２） 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日分については、住居手当の支給 

額の３分の１を月額支給する。 

附 則 

１ この規則は、平成３０年１月１日から施行する。（平成２９年１２月７日理事会議決） 

附 則 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。（平成２９年１２月７日理事会議決） 

附 則 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。（平成３１年３月１３日理事会議決） 

 附 則 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。（令和元年１２月３日理事会議決） 

 

 


